
14調 停手続の業務の内容及びその実施方法の概要

調停手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行

個別労働関係紛争
男女間の維持調整に関する紛争

〔法6条 1号関係〕
(センター業務規定2条19条)

〔法14条 関係〕(センター業務規定20条)
●説明者:受付担当者
●事務所内では説明書を和l用
●その他はホームページ利用

〔法6条 8号 15号関係〕
●申立書提出(センター業務規定21号)
●申立手数料27,000円

(センター費用報酬規程 3条)

申立人に対する説明

申し立て費用
27,000円

申立人による調停の申立て
(本センター事務局受付窓口)

〔法6条 9号、6号、14条関係〕
(センタ‐業務規定25条)

センター長 不受理

相手方への
通知・確認・説明

受   理 定選金 1跨鯵築輩臭1峰)

〔法6条 8号〕
(センター業務規定25条26条)

〔法6条 2号、3号、4号、関係〕
(センター業務規定27条、28条、9条)

麻
諾

不 応 諾 調停者の選任

申立人に通知 第1回調停期日指定
(担当調停者氏名記載)

弁護士の助言

〔法6条 5号関係〕
中断留保型
(センター業務規定

33条、37条)

第1回副
(本センタ・

]停期日
―調停室)

凋停期日
〔法6条 15号関係〕
期 日手数料 各6,0(

(センター費用報酬寿

資料の取扱い

〔法6条 10号関係〕
(センター業務規定11条、43条、44条)

第  回 i )0円

:程4条 )

申立ての取下げ 和 解 成 立 打 切 り

当事者双方に通知
〔法6条 12号 関係〕

(センター業務規程39条 )

和解契約書作成
(センタニ業務規定38条 )

当事者双方に通知
〔法6条 13号関係〕

(センター業務規程40条 、41条 )


